
議案第８１号 

 

瑞穂町体育施設条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  平成２７年１２月１日 

 

          提出者  瑞穂町長   石 塚 幸右衛門 

 

 

（提案理由） 

 使用料の改定等のため、条例の全部を改正する必要があるので、

本案を提出する。 

 

 

瑞穂町体育施設条例 

 

瑞穂町体育施設条例（昭和５０年条例第１７号）の全部を改正す

る。 

 

（設置） 

第１条 町民の体育及びレクリエーションその他社会体育の振興を

図るため、瑞穂町体育施設（以下「体育施設」という。）を設置

する。 

（名称及び位置） 

第２条 体育施設の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（管理） 

第３条 体育施設は、瑞穂町教育委員会（以下「委員会」という。）

が管理する。 

 

 

 



 （開場時間等） 

第４条 体育施設（瑞穂町営プールを除く。）の開場時間及び使用

区分は、別表第２のとおりとする。 

２ 瑞穂町営プールの開場時間は、午前９時３０分から午後５時３

０分まで（７月１日から８月３１日までの期間に限る。）とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、委員会は、特に必要と認めるとき

は、これらを変更することができる。 

 （休場日） 

第５条 体育施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、委員会

が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場する

ことができる。 

（１）１月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月３１日

までの日 

（２）毎月１６日（瑞穂中央体育館及び瑞穂武道館に限る。）。た

だし、この日が日曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日に当たるときは、その翌日

とする。 

（使用の承認） 

第６条 体育施設を使用しようとする者は、委員会の承認を受けな

ければならない。 

（使用の制限） 

第７条 委員会は、前条に規定する体育施設の使用の承認（以下「使

用の承認」という。）を受けようとする者が次の各号のいずれか

に該当するときは、体育施設の使用を承認しないものとする。 

（１）公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。 

（２）管理上支障があると認めるとき。 

（３）前２号に掲げるもののほか、委員会が使用を不適当と認める

とき。 

（使用料） 

第８条 使用の承認を受けようとする者（瑞穂町営プールを使用し

ようとする者を除く。）は、別表第３に定める使用料を納めなけ

ればならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるとき

は、この限りでない。 



２ 瑞穂町営プールを使用しようとする者（中学生以下の者を除く。）

は、２時間を単位として、１人につき１００円を納めなければな

らない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、こ

の限りでない。 

（使用料の減免） 

第９条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部

又は一部を免除することができる。 

（使用料の返還） 

第１０条 既納の使用料は、返還しない。ただし、委員会が特別の

理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することが

できる。 

（目的外使用の禁止等） 

第１１条 使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、

使用の承認を受けた目的以外に体育施設を使用してはならない。

ただし、あらかじめ委員会の許可を受けたときは、この限りでな

い。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第１２条 使用者は、その権利を譲渡し、転貸し、担保に供し、又

は使用させてはならない。 

（使用の承認の取消し等） 

第１３条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、使用の承認若しくは第１１条ただし書、次条ただし書及び第

１５条ただし書に規定する許可を取り消し、又は体育施設の使用

を停止することができる。 

（１）この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（２）体育施設の使用の目的又は条件に違反したとき。 

（３）第７条各号のいずれか又は第１５条各号のいずれかに該当す

る事由が発生し、又は発生しようとしたとき。 

（４）前３号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めるとき。 

２ 前項の規定により使用者が受けた損害について、町は、賠償の

責めを負わないものとする。 

（設備の変更の禁止） 

第１４条 使用者は、体育施設に特別の設備を施し、又は変更を加



えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けたとき

は、この限りでない。 

（行為の制限） 

第１５条 体育施設及びその敷地内において、次に掲げる行為をし

てはならない。ただし、第３号に掲げる行為については、あらか

じめ委員会の許可を受けたときは、この限りでない。 

（１）駐車場以外の場所に車両等の乗り入れをすること。 

（２）他人の迷惑となる行為をすること。 

（３）物品の販売行為等をすること。 

（４）前３号に掲げるもののほか、委員会が管理上支障があると認

めること。 

（原状回復の義務） 

第１６条 使用者は、体育施設の使用を終了したときは、直ちに、

設備を原状に復さなければならない。第１３条の規定により使用

の承認若しくは許可を取り消され、又は使用を停止されたときも

同様とする。 

（損害賠償の義務） 

第１７条 使用者は、体育施設の使用に際して体育施設及び附属設

備に損害を与えたときは、委員会が相当と認める額を賠償しなけ

ればならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認め

るときは、その額の全部又は一部を免除することができる。 

（免責） 

第１８条 町は、使用者が町の責めによらない事故のために身体的

損傷を受けたときは、その賠償の責めを負わない。 

（委任） 

第１９条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定

める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第８条の規定は、平成２８年６月１日以降に体育施設を使用す



る者から適用し、同日前に体育施設を使用する者の使用料につい

ては、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際、改正前の瑞穂町体育施設条例の規定によ

りなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当する規定

によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 



別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

瑞穂中央体育館 瑞穂町大字石畑１９８９番地 

瑞穂町営グランド 瑞穂町大字箱根ケ崎２１８９番地 

瑞穂町営第２グランド 瑞穂町箱根ケ崎西松原３番地１ 

瑞穂町営第２庭球場 瑞穂町箱根ケ崎西松原５７番地６ 

瑞穂武道館 瑞穂町大字箱根ケ崎５１９番地 

瑞穂町営プール 瑞穂町大字石畑１９７０番地 

瑞穂町営少年サッカー場 瑞穂町大字駒形富士山３２０番地 

シクラメンスポーツ公園 瑞穂町大字箱根ケ崎１１５５番地 

 



別表第２（第４条関係） 

施設名 開場時間 

使用区分 

区分の

名称 
時間 

瑞穂中央体育館 午前９時から午

後９時３０分ま

で 

午前１ 午前９時から 

午前１１時３０分まで

午前２ 午前１１時３０分から

午後２時まで 

午後１ 午後２時から 

午後４時３０分まで 

午後２ 午後４時３０分から 

午後７時まで 

夜間 午後７時から 

午後９時３０分まで 

瑞穂町

営グラ

ンド 

野球場 夏期 午前６時

３０分から午後

９時３０分まで

午前１ 午前６時３０分から 

午前９時まで 

午前２ 午前９時から 

午前１１時３０分まで

午前３ 午前１１時３０分から

午後２時まで 

午後１ 午後２時から 

午後４時３０分まで 

午後２ 午後４時３０分から 

午後７時まで 

夜間 午後７時から 

午後９時３０分まで 

冬期 午前７時

から午後５時ま

で 

午前１ 午前７時から 

午前９時３０分まで 

午前２ 午前９時３０分から 

正午まで 

午後１ 正午から 

午後２時３０分まで 



午後２ 午後２時３０分から 

午後５時まで 

庭球場 夏期 午前６時

３０分から午後

９時３０分まで

午前１ 午前６時３０分から 

午前９時まで 

午前２ 午前９時から 

午前１１時３０分まで

午前３ 午前１１時３０分から

午後２時まで 

午後１ 午後２時から 

午後４時３０分まで 

午後２ 午後４時３０分から 

午後７時まで 

夜間 午後７時から 

午後９時３０分まで 

冬期 午前７時

から午後５時ま

で 

午前１ 午前７時から 

午前９時３０分まで 

午前２ 午前９時３０分から 

正午まで 

午後１ 正午から 

午後２時３０分まで 

午後２ 午後２時３０分から 

午後５時まで 

瑞穂町

営第２

グラン

ド 

野球場 夏期 午前６時

３０分から午後

７時まで 

午前１ 午前６時３０分から 

午前９時まで 

午前２ 午前９時から 

午前１１時３０分まで

午前３ 午前１１時３０分から

午後２時まで 

午後１ 午後２時から 

午後４時３０分まで 

午後２ 午後４時３０分から 

午後７時まで 



  冬期 午前７時

から午後５時ま

で 

午前１ 午前７時から 

午前９時３０分まで 

午前２ 午前９時３０分から 

正午まで 

午後１ 正午から 

午後２時３０分まで 

午後２ 午後２時３０分から 

午後５時まで 

ゲート

ボール

場 

夏期 午前６時

３０分から午後

７時まで 

午前１ 午前６時３０分から 

午前９時まで 

午前２ 午前９時から 

午前１１時３０分まで

午前３ 午前１１時３０分から

午後２時まで 

午後１ 午後２時から 

午後４時３０分まで 

午後２ 午後４時３０分から 

午後７時まで 

冬期 午前７時

から午後５時ま

で 

午前１ 午前７時から 

午前９時３０分まで 

午前２ 午前９時３０分から 

正午まで 

午後１ 正午から 

午後２時３０分まで 

午後２ 午後２時３０分から 

午後５時まで 

瑞穂町営第２庭

球場 

夏期 午前６時

３０分から午後

７時まで 

午前１ 午前６時３０分から 

午前９時まで 

午前２ 午前９時から 

午前１１時３０分まで

午前３ 午前１１時３０分から

午後２時まで 



  午後１ 午後２時から 

午後４時３０分まで 

午後２ 午後４時３０分から 

午後７時まで 

冬期 午前７時

から午後５時ま

で 

午前１ 午前７時から 

午前９時３０分まで 

午前２ 午前９時３０分から 

正午まで 

午後１ 正午から 

午後２時３０分まで 

午後２ 午後２時３０分から 

午後５時まで 

瑞穂武道館 午前９時から午

後９時３０分ま

で 

午前１ 午前９時から 

午前１１時３０分まで

午前２ 午前１１時３０分から

午後２時まで 

午後１ 午後２時から 

午後４時３０分まで 

午後２ 午後４時３０分から 

午後７時まで 

夜間 午後７時から 

午後９時３０分まで 

瑞穂町営少年サ

ッカー場 

夏期 午前６時

３０分から午後

７時まで 

午前１ 午前６時３０分から 

午前９時まで 

午前２ 午前９時から 

午前１１時３０分まで

午前３ 午前１１時３０分から

午後２時まで 

  午後１ 午後２時から 

午後４時３０分まで 

午後２ 午後４時３０分から 

午後７時まで 



冬期 午前７時

から午後５時ま

で 

午前１ 午前７時から 

午前９時３０分まで 

午前２ 午前９時３０分から 

正午まで 

午後１ 正午から 

午後２時３０分まで 

午後２ 午後２時３０分から 

午後５時まで 

シクラ

メンス

ポーツ

公園 

ソフト

ボール

場 

夏期 午前６時

３０分から午後

７時まで 

午前１ 午前６時３０分から 

午前９時まで 

午前２ 午前９時から 

午前１１時３０分まで

午前３ 午前１１時３０分から

午後２時まで 

午後１ 午後２時から 

午後４時３０分まで 

午後２ 午後４時３０分から 

午後７時まで 

冬期 午前７時

から午後５時ま

で 

午前１ 午前７時から 

午前９時３０分まで 

午前２ 午前９時３０分から 

正午まで 

午後１ 正午から 

午後２時３０分まで 

午後２ 午後２時３０分から 

午後５時まで 

備考  
  １ 夏期とは、３月１日から１０月３１日までをいう。 

  ２ 冬期とは、１１月１日から翌年２月末日までをいう。 



別表第３（第８条関係） 

（単位：円） 

区分

 

 

 

 

 

 

 

施設名 

使用料 

町内在住

在勤者（入

場料の類

を徴収す

るものに

該当する

ものを除

く。） 

左の者以外

のもの（入場

料の類を徴

収するもの

に該当する

ものを除く 

。） 

入場料の類

を徴収する

もの 

瑞穂中央体育館 第１体育室 １,０００ ３,０００ ５,０００

第２体育室 １,０００ ３,０００ ５,０００

会議室 ５００ １,５００ ２,０００

瑞穂町営グラン

ド 

野球場 １，２００ ３,６００ ６,０００

野球場照明

灯 

７,０００ ２１,０００ ３５,０００

庭球場 （１面） 

５００

（１面）  

 １,５００

（１面） 

 ２,５００

庭球場照明

灯 

（１面） 

１，２００

（１面） 

３,６００ 

（１面） 

 ６,０００

瑞穂町営第２グ

ランド 

野球場 １,２００ ３,６００ ６,０００

ゲートボー

ル場 

（１面） 

 ５００

（１面） 

 １,５００

（１面） 

 ２,５００

瑞穂町営第２庭

球場 

庭球場 （１面） 

 ５００

（１面） 

 １,５００

（１面） 

 ２,５００

瑞穂武道館 柔道場 １,０００ ３,０００ ５,０００

剣道場 １,０００ ３,０００ ５,０００

瑞穂町営少年サ

ッカー場 

サッカー場 １,２００ ３,６００ ６,０００

シクラメンスポ

ーツ公園 

ソフトボー

ル場 

１,２００ ３,６００ ６,０００



備考  
  １ 町内在住在勤者とは、体育施設を使用する者全員が町内

に住所を有するもの又は勤務場所があるものをいう。  
  ２ 使用料は、別表第２使用区分の欄に掲げる区分ごとに納

める料金とする。  
 


